
紀勢地域における地域医療体制の再構築  

（南勢志摩保健医療圏：広域医療連携体制の充実に向けて）  

ドクターヘリの導入  

県南地域拠点病院の充実支援‡  

車な樵鱒  
こ●救命救急センター  

ー●地域小児救急医憬センター  

子医療檀シタ‾  

、■地蒋声環支援病院  
■臨床研修病院など   

○深刻な医師不足を背景に、医療提供体制の  
維持が困難となっている。  

○ 大台厚生病院と報徳病院の再編統合   
・救急医療休制の確保   
・高齢者保健福祉体制の充実 等  

●修学資金の貸与  

●医学部定員の増  

●医師の派遣  

医師・看護職鼻確保対策  

●県内臨床研修病院への支援  

●地域医療に千献する医師への支援  

●医師派遣による地域医療の支援  

●潜在看護職欄の復帰支援  

●看撞職員研修体制の充実など  
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○救急を担う病院に荷重な負担   
・点者集中により、三竣救急お、よび柊合周塵期母子医療  
センターの機能を担う県立病院の負担が増大。  
（精神科医、産科医等が疲弊、MFICU・NICUがほぼ  

鱒床）   

・小児の蛙症患者が病院へ集中し、小児科病院靭帯医の  
負担力叩大。  

○医療機能の▲分担七連携が不十分 
■外来患者が病院に集中する傾向があり∴王症点者に対  
する対応等病院加本来担うヰき役割に支障をきたす恐  
れがあり－、かかりづけ医と病院の連携が不十分である。  

○重度障害者に対する医療碍供体制が不足   
■療養介護事業所が県内にないため、療養介華サービス  
が必要な県内の障害者はすぺて県外に入所しており、  
患者や家族の負担が大きい。  

撃一坤て「－「・－・同「－ 一［ 



○医療人材が不足  
・周産期や救急等地域に必要な医療を提供している  
公的病院を中心に医師が不足している。  

○小児療育体制が不十分  
・発達障害児の増加等により、小児療育の専門  
スタッフの確保が国難。  

・療育訓練が可能な小児専用訓練室がない。  

○医療機能の分担と連携が不十分  
・地域の医療機関を後方支援する地域医療支援病院  
がない。  

・中核病院の電子化が遅れている。  
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湖北医療圏  

彦根市立病院  
（470床）  

＜急性期＞  

長浜赤十字病院   
（549床）  

救命救急センター  
＜急性期・精神科＞  

ハイリスク妊婦・  

救急患者の受入  

豊郷病院  
（338床）  

・維持期H隋神科  

長浜青機会病院  セフィロトヘルスケア   
（179床）   

く精神科＞  
85診療所  

彦根休日  
急病診療所  在宅当番医制  

○一次こ次・三次救急医療   
体制の確保。  

○回復期リハビリ病床が   
ないため、急性期病院   
退院後の受け皿がない。  

○病院・診療所・   
訪問著穫ステーション間の   
診療情報の共有がない。  

○ハイリスク分娩等に対応する病院がない。  
○医師不足により、小児救急医療支援事業が   

○医師不足によりへき地巡回診療が   
困難となっている。  

○在宅医療の取り組みが必要。  日曜・祝日のみの体制である。  
○在宅医慮の取り組みが必要。  
○救急医療を担う医師の疲弊。  
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裏車重・丹筆坦些蜃垂零生計  （医師等にとっても魅力ある医療環境づく  リによる地域医療の再生）  

○医療資源  
・医師、看護師等の医療従事者の不足（都市部への偏在）  

・高齢化、医療過疎が進む脆弱な医療提供体制  
○救急医療  

・搬送件数の増加、搬送時間の短縮  
○その他4疾病5事業対策  

・医師、看護師等の医療従事者、医療提供体制の不足  
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